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サイディングの色をそのまま残すクリア塗装もおすすめです！
屋根や外壁の塗装で新築のようによみがえります！

新築・増改築・水廻り・塗装

建替え・リフォーム・車庫、カーポート新設・・・など
建替え　　　水洗トイレ　　屋根 外壁 塗装
増築 減築　 ユニットバス　サイディング張替
屋根の直し　キッチン　　　断熱入替　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等々リフォーム　ボイラー　　　建物解体

※春から夏の期間限定 塗装キャンペーン見積中！

総 合 建 築
「増改築相談員」のいるお店

五所川原市大字姥萢字桜木370－3
0120－34－6806

（有）シラカワ住研

採用人員…２名
申込資格…特にありませんが、力仕事となります。
職務の内容…調理業務、調理場の清掃業務等（献立作

成業務はありません）
賃金…時給815円
勤務期間等

▽勤務日　月曜日～金曜日（祝日は除く）

▽勤務時間　8：15～15：15（12：00～13：00まで休憩）

▽勤務期間　４月３日㈬～７月26日㈮
＊勤務期間は市内小・中学校の１学期の期間ですが、

勤務実績により２学期、３学期の更新が可能です。

支給対象者…後期高齢者医療制度に加入している方で
医療保険と介護保険の自己負担額（支払った額から
高額療養費や高額介護（予防）サービス費を除いた
額）の両方の支払いをした方（世帯内に後期高齢者
医療制度に加入している方が複数いる場合は、世帯
で合算します）。

対象期間…平成29年８月１日～平成30年７月31日
　（毎年８月１日～翌年７月31日の１年間です）
支給額…医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、

所得区分に応じた自己負担限度額を超えた場合に、
その超えた額が支給されます。

＊超えた額が500円以下の場合は支給対象外です。
所得区分に応じた自己負担限度額

▽現役並み所得…67万円

▽一般…56万円

▽低所得Ⅱ（世帯員全員が住民税非課税の方）…31万円

▽低所得Ⅰ（低所得Ⅱのうち世帯員全員の各所得金額
　　　　　 が０円の方）…19万円
支給申請…支給を受けるには必ず申請が必要です。支

給の要件に該当すると思われる世帯には、平成31年
３月下旬に青森県後期高齢者医療広域連合から支給
申請のお知らせが送付されます。お知らせが届いた
方は担当窓口に申請してください。また、対象期間
の途中に後期高齢者医療制度に加入した方や転入し
てきた方等がいる世帯には、支給対象となる世帯で
も、支給申請のお知らせが送付されない場合があり

その他勤務条件等

▽交通費のほか、６月、12月に臨時加給金（手当）を
支給します。

▽社会保険、厚生年金、雇用保険等に加入します。
申込方法…３月６日㈬までに履歴書（様式不問）を１

通持参の上、お申し込みください。
＊受付期間中であっても、申込多数の場合は受付を締

め切ることがあります。
選考方法…３月９日㈯に面接試験により選考します。
選考結果…３月11日㈪（予定）に結果を発送します。
申込先…人事課　内線2151

ますので、対象になると思われる方は担当までお問
い合わせください。

申請に必要なもの…支給申請書／高額介護合算療養
費・高額医療合算介護（予防）サービス費の支給申
請について（お知らせ）／個人番号（マイナンバー）
がわかるもの（通知カードまたは、個人番号カー
ド）本人確認書類（官公庁発行、発給の顔写真付き
身分証明書等）／印鑑（認印）／通帳（コピー可）等
口座情報のわかるもの

＊被保険者が亡くなられている場合は受領申立書の提
　出が必要です（事前に提出した場合は不要）。
＊被保険者以外の方が申請または受領する場合は委任
　状が必要です（申請の場合は委任状に加え、被保険
　者の個人番号がわかるもの（コピー可）、申請者の

本人確認書類等が必要なため、事前にお問い合わせ
ください）。

＊重度心身障害者医療費の助成を受けている場合は、
　市町村へ受領を委任する委任状が必要です。
＊対象期間中に青森県後期高齢者医療以外の医療保険
　や他市町村の介護保険に加入歴があり、自己負担額
　がある場合は、それらの保険の自己負担額証明書が
　必要です。
＊成年後見人が申請される場合、登記事項証明書（３

カ月以内に発行されたもの）をお持ちください。
申請先…国保年金課　内線2345

五所川原市臨時職員募集（学校給食センター調理員）

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ
後期高齢者医療	高額介護合算療養費支給申請について

7五所川原市役所　☎35－2111


